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秘密保持に関する誓約書 

 
 株式会社＊＊＊＊＊様の新技術・研究開発相談業務（以下「本業務」といいます。）の

受託可否を検討するに先立ち、私は、コンサルタントとして、株式会社＊＊＊＊＊から開

示を受けた秘密情報を下記のとおり取り扱うことを誓約いたします。 

記 

（対象となる秘密情報の指定） 

第１条 本誓約の対象となる秘密情報（以下「秘密情報」といいます。）は、本業務に関

連して、株式会社＊＊＊＊＊より提供を受けた情報であって、株式会社＊＊＊＊＊より

秘密情報である旨明示された情報（口頭による開示に際しては開示後１４日以内に対象

となる秘密情報を特定した文書を発行いただいたものに限ります。）とします。なお、

次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しないものとします。 

（１） 知得の前後を問わず、私の責に帰すべき事由によらずして公知となった情報 

（２） 株式会社＊＊＊＊＊の提供以前から私が保有していた情報 

（３） 第三者に対して秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報 

（４） 株式会社＊＊＊＊＊より開示された秘密情報に依拠することなく私が独自に開発

した情報  

（秘密情報の取扱い） 

第２条 私は、秘密情報を取り扱うにあたり、他に漏えいすることのないよう合理的な安

全管理措置を講じるものとし、株式会社＊＊＊＊＊の承諾なしに第三者に開示せず、ま

た本業務の受託可否の検討以外の目的に使用しないものとします。 

２．私は、秘密情報に関する複製又は複写については、前項の目的を達成するため必要と

認められる最小限度で行うものとし、株式会社＊＊＊＊＊の承諾なしに、目的外での複

製又は複写を行わないものとします。 

３．私は本業務が終了したときは、株式会社＊＊＊＊＊と合意のうえ合理的な手段で秘密

情報を記録した媒体の処分（データの消去、廃棄又は返却等）を行います。 

（有効期間） 

第３条 本書は、前条第３項に定める媒体の処分を完了した日より２４ヶ月間有効としま

す。但し、株式会社＊＊＊＊＊より本業務を受託することに伴い、別途、株式会社＊＊

＊＊＊と秘密保持に関する契約を締結したときは、当該契約の有効期間においては、本

書により開示された秘密情報についても当該契約に基づき秘密保持義務が継続するも

のとします。 

以上 


